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広告の種類
自家広告物 案内図板 一般広告物

自己の氏名、名称、店名、
商標、事業、営業内容を表
示するため、自己の住所ま
たは事業所、営業所、作業
場に表示、設置するもの

名称、矢印、距
離などの必要
最小限の表示
により、事業
所などへの誘
導を図るもの

自家広告物や
案内図板に該
当しない広告物

規制地域

特別規制地域
（原則、屋外広
告物の表示など
を禁止している
地域）

第 1種
特別規制地域

特に良好な住環境の
形成や自然環境、歴
史景観の保全が望ま
れる地域

表示面積 5㎡以内は
許可申請不要

申
請
不
要
の
表
示
面
積
を
超
え
た
場
合
、
全
て
の
広
告
物
の
許

可
申
請
が
必
要 全て許可申請が

必要（注 1） 設置不可

第 2種
特別規制地域

国道の沿線など広告
物が集中するおそれ
の高い地域や、都市
公園や学校など公共
性の高い施設の敷地

普通規制地域
（原則、屋外広告
物の表示に際し、
事前の許可が必
要な地域）

第 1種
普通規制地域

市街地や主要な道路
などの沿線の地域

表示面積 10㎡以内は
許可申請不要

全て許可申請が
必要

全て許可申請が
必要（注 2）

第 2種
普通規制地域

商業地域および容積
率 300％以上の近隣
商業地域

表示面積 20㎡以内は
許可申請不要

全て許可申請が
必要

広告整備地区
（地区の特性に合
わせて、規制の
強化を図る地域）

韮山反射炉周辺広告整備地区 表示面積 4㎡以内は
許可申請不要 全て許可申請が

必要（注 1） 設置不可
国道 136 号バイパス沿道
広告整備地区

表示面積 5㎡以内は
許可申請不要

（注 1） 野立てのもの、電柱や街灯柱などを利用するもの、消火栓標識柱を利用するもの以外への広告物設置は不可
（注 2） 告示で指定する幹線道路の両側 100m以内または鉄道の両側 500m以内かつ用途地域以外の区域
　　　（後退距離規制適用地域）は、野立ての一般広告物は禁止
※このほか、それぞれの規制地域・種類ごとに色や大きさの基準があります。

看板の設置に
許可が必要って

知ってた？

新
し
尿
処
理
施
設
整
備
に
つ
い
て

　

市
で
は
、

新
し
尿
処
理

施
設
建
設
地

選
定
に
向
け

て
平
成
29
年

度
に
下
水
道

全
体
整
備
計

画
区
域
を
対

象
に
候
補
地
の
公
募
を
行
い
、
関
係
地
区
と

の
協
議
の
結
果
、
建
設
地
を
鳥
打
区
に
あ
る

伊
豆
中
央
道
沿
い
南
江
間
地
内
の
土
地
に
決

定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
３
月
30
日
に

は
鳥
打
区
と
「
新
し
尿
処
理
施
設
の
建
設
及

び
操
業
に
関
す
る

協
定
書
」
を
締
結
。

協
定
書
に
は
、
地

域
住
民
の
安
全
や

周
辺
環
境
に
十
分

配
慮
す
る
こ
と
な

ど
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
は
、
施
設
建
設
に
向

け
て
基
本
計
画
策
定
、
基
本
設
計
、
発
注
仕

様
書
作
成
、
用
地
測
量
、
地
質
調
査
、
生
活

環
境
影
響
調
査
な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

公
共
施
設
整
備
推
進
課

☎ 

０
５
５（
９
４
８
）１
４
５
１

伊豆の国商店

伊豆の国商店
左折
500m先

反射炉
パン
できました

伊
い ず み

豆海景
ひかり

キレイな景観大好き。
最近は、ステキな看板に
キョーミあり。
カメラを持ってまち歩き。

　看板（屋外広告物）を出す場所や大きさによって、市の許
可が必要だということをご存じですか。
　市では、まちの景観の一部となる屋外広告物について規
制の必要な地域を定めています。
①普通規制地域／設置に許可が必要な地域
②特 別規制地域／原則設置禁止で、案内図板や自家広告物（自

分の敷地内に設置する看板）のみ色や大きさの基準を満
たせば設置できる地域

③広告整備地区／①②よりも規制が厳しい地域
問 都市計画課　☎ 055-948-2909

協定書締結式（伊豆長岡庁舎）

伊
豆
中
央
道 伊

豆  
箱
根
鉄
道建設地

長岡北小学校

狩
野
川

134

公共下水道に接続して、

狩野川水域の水質を守りましょう。


